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経営会議

執行役員

指名諮問委員会

内部統制委員会

リスク管理委員会

コンプライアンス委員会

安全・環境対策推進委員会

報酬諮問委員会

本社各部門・支店
グループ会社

当社は、株主・投資家、顧客、取引先、地域社会、当社お

よび当社グループの従業員などのステークホルダーの信頼を得

て、その期待に応えるべく経営の透明性と効率性を確保し、適

切な経営体制の構築・維持に努めています。機関設計につい

ては、2023年６月に監査等委員会設置会社に移行しました。

取締役会は、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ

委任することにより、劇的に変化する経営環境に迅速に対応す

る体制を構築し、取締役会による決議と監督の下、業務執行

取締役に加えて執行役員が業務を執行しています。独立社外取

締役は取締役会、指名諮問委員会・報酬諮問委員会のほか、

重要な委員会・会議への出席、グループ全体のガバナンスと内

部統制強化に関する提言、役員懇談会における活動、国内外

現場の視察などを行っています。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組みお

よび考え方を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」とし

て取りまとめ、当社ウェブサイトにおいて公開しています。

当社のコーポレート・ガバナンス体制図（2024年6月19日時点）コーポレート・ガバナンスの体制

株主総会

監査等委員会
監査等委員5名（うち社外3名）

会計監査人
取締役会

社内取締役6名+社外取締役6名
※監査等委員である取締役を含む

代表取締役社長
（社長執行役員）

内部監査室
内部監査

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

詳細は以下をご覧ください
https://www.nyk.com/sustainability/pdf/concept/policy004.pdf

Link
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● ガバナンス強化のこれまでの歩み

年代 内容

2002年 経営委員制度を導入し、業務執行体制を強化

2006年 アドバイザリー・ボードを設置

2008年 アドバイザリー・ボードを廃止し、社外取締役2名を選任
取締役の任期を2年から1年に短縮

2010年 社外役員4名全員を、国内の金融商品取引所が定める独立役員として届出

2015年

日本版コーポレートガバナンス・コード策定、当社は以下を整備
• コーポレートガバナンス・ガイドライン
• 取締役会の規模・バランス・多様性に関する考え方
• 役員等選任指名方針・手続
• 社外役員候補者の推薦に関する独立性基準
• 役員等報酬決定方針・手続

2016年

社外取締役を1名増員し3名に、また取締役の総員数は1名減員し12名に（社内取締役を2名減員）
当社取締役および経営委員（社外取締役および監査役を除く。）に対し、業績連動型株式報酬を導入
指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置
社外取締役や監査役を含む全役員に取締役会の実効性に係る自己評価の記名式アンケートを実施

2017年
取締役の総員数を1名減員し11名に（社内取締役を1名減員）
筆頭社外取締役を設置
取締役会への報告事項の整理等を行うとともに、議論のさらなる活性化を図る施策を実行

2018年 取締役会の実効性に係る自己評価の集計、分析等に外部機関を起用
取締役の総員数を2名減員し9名に（社内取締役を2名減員）

2019年 取締役の総員数を1名減員し8名に（社内取締役を1名減員）
ガバナンス強化委員会を設置

2020年 機動的な意思決定のためのプロセスの見直し、および経営会議の新設
経営委員を執行役員に名称変更および執行役員会の位置付けの変更

2021年 ESG経営推進委員会を新設

2022年
業績連動型金銭報酬制度を導入
役員報酬の決定に関する方針を報酬制度の改定に伴い変更
業績連動型株式報酬制度を一部改訂

2023年 監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の実効性向上とモニタリング機能強化を図るとともに、社外取締役比率は50％に向上

● 組織体制の強化に関する最近の主な取り組み

機関設計の変更

 ・ 2023年6月21日の定時株主総会をもって監査等委員会設置

会社に移行

 �・�取締役会のモニタリング機能強化と執行側への権限移譲によ
る意思決定の迅速化を実現

�・� 計画的アジェンダセッティングを導入し、より長期的な企業
価値向上につながる事項の重点的な審議が可能に

● ESG経営の実装に関する最近の主な取り組み

体制の変更

 �・�ESG戦略本部を新設

 �・�ESG経営推進委員会をESG戦略委員会に改称。委員会は各

本部を代表する執行役員・グループ長と外部有識者で構成

し、ESGに関わる幅広いテーマを戦略的に討議

役員報酬体系への反映

��・�業績連動型株式報酬の指標の一つとしてESG指標を導入

取締役会構成の見直し

   ・ 取締役12名のうち6名が社外取締役に

詳細は以下をご覧ください
https://www.nyk.com/sustainability/concept/attempt/

Link
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● 機関設計の工夫

経営と執行の分離

当社では、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ

委任することで意思決定を迅速化するとともに、取締役会では

中長期経営戦略、人的資本や知的財産への投資等を含む経営

資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略の実行、 サステ

ナビリティ、重大リスクへの対処といった企業価値向上につな

がる事項を重点的に審議することで、取締役会の実効性向上

に努めています。

業務執行の体制としては、会長、社長、本部長である執行

役員などで構成される経営会議において取締役会付議事項を

含む重要な業務執行に関して審議を尽くした上で、重要な業務

執行の決定を委任された業務執行取締役である社長が決裁す

る体制を整えています。

監査等委員会の設置

当社は、一定数（3分の1以上）の独立社外取締役を含む取

締役会と、独立社外取締役が過半数となる監査等委員会を設

置し、監査等委員会の機能を有効に活用しながら経営に対す

る監督機能の強化を図り、また取締役会における議決権などを

持つ監査等委員である取締役にて構成する監査等委員会を設

置することにより、取締役会のモニタリング機能強化を図って

います。

指名諮問委員会および報酬諮問委員会の活用

当社は役員人事および報酬制度における審議プロセスの透

明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、独立

社外取締役を過半数とし、委員長を独立社外取締役とする指

名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しています。両委

員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行

役員の選解任や報酬に関わる重要な事項を協議し、取締役会

への報告または提言を行います。
取締役関連データ（2024年6月19日現在）

関連データ

定款上の取締役の員数 16名

定款上の取締役の任期 1年（監査等委員でない取締役）
2年（監査等委員である取締役）

取締役会議長 取締役会長

取締役の人数 12名

うち、社外取締役の人数 6名

女性取締役の割合 25%（12名中3名） 

両委員会の構成と各委員の出席状況（2023年度）

役位 氏名 指名諮問
委員会

報酬諮問
委員会

委員長 筆頭独立社外取締役 田邊 栄一 6/6回 5/5回

委員 独立社外取締役 国谷 裕子 6/6回 5/5回

委員 独立社外取締役 兼原 信克 5/5回※ 3/3回※

委員 独立社外取締役
監査等委員 山田 辰己 5/5回※ 3/3回※

委員 取締役会長 長澤 仁志 6/6回 5/5回

委員 代表取締役社長・
社長執行役員 曽我 貴也 6/6回 5/5回

※2023年6月当該委員就任後の回数を集計しています

● 運用上の工夫

取締役会の規模・バランス・多様性

当社は、取締役会の全体としての知識、経験および能力のバ

ランス、多様性および規模に関する考え方を定め、取締役の知

識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを取締役

の選任に関する方針および手続きと併せて開示しています。

取締役会の実効性向上のために

詳細は以下をご覧ください
指名諮問委員会規則

報酬諮問委員会規則

https://www.nyk.com/sustainability/pdf/concept/policy009.pdf

https://www.nyk.com/sustainability/pdf/concept/policy010.pdf

Link

詳細は以下をご覧ください
取締役会の規模・バランス・多様性に関する考え方

役員等の選任指名等に関する方針・手続

https://www.nyk.com/sustainability/pdf/concept/policy005.pdf

https://www.nyk.com/sustainability/pdf/concept/policy006.pdf

Link
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役位 氏名 性別
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取締役会長 長澤 仁志 男性 ● ● ● ● ● 英国 100％
（16/16回）

代表取締役社長・
社長執行役員 曽我 貴也 男性 ● ● ● ●

シンガポール
英国
タイ

100％
（16/16回）

代表取締役・
副社長執行役員 河野 晃 男性 ● ● ● ● 米国

英国
100％

（12/12回）

取締役・
専務執行役員 日暮 豊 男性 ● ● ● 英国 100％

（16/16回）

筆頭
独立社外取締役 田邊 栄一 男性 ● ● ● ● 英国 100％

（16/16回）

独立社外取締役 兼原 信克 男性 ● ● ●

フランス
ベルギー
米国
韓国

100％
（12/12回）

独立社外取締役 志濟 聡子 女性 ● ● ● 米国 ー

役位 氏名 性別

専門性 経験

取
締
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）
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取締役
監査等委員 髙橋 栄一 男性 ● ● 米国 100％

（12/12回）

取締役
監査等委員 小杉 桂子 女性 ● ● シンガポール

英国
100％

（12/12回）

独立社外取締役
監査等委員 中曽 宏 男性 ● ● ● 英国

スイス
92％

（11/12回）

独立社外取締役
監査等委員 桑原 聡子 女性 ● ● 英国 100％

（12/12回）

独立社外取締役
監査等委員 山田 辰己 男性 ● ● ● 英国 100％

（12/12回）

取締役のスキル・マトリックス（2024年６月19日現在）と取締役会への出席状況 

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 監査等委員である取締役

※ 期間は2023年4月1日から2024年３月31日まで。ただし2023年6月21日に取締役に就任された方は当該日以降に開催された取締役会へ
の出席状況を記載しています。 
なお、監査等委員会設置会社移行前の期間において、髙橋 栄一氏、中曽 宏氏、桑原 聡子氏は、当社の監査役に就任していましたが、当該
期間開催の取締役会4回のうち髙橋 栄一氏は4回、中曽 宏氏は3回、桑原 聡子氏は4回出席しました

取締役の所有株式数状況

取締役の選任に係る当社の指針等

詳細は以下をご覧ください

NYKレポート2024 P.072
https://www.nyk.com/ir/library/nyk/

Link

詳細は以下をご覧ください
https://www.nyk.com/sustainability/governance/

Link
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独立社外取締役の選任

当社は、社外取締役の独立性を実質面において担保するた

め、会社法に定める社外取締役の要件に加え、（株）東京証券

取引所が定める独立性基準を踏まえて取締役会が別途定める

社外役員の独立性判断基準を策定・開示しています。

また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢

献が期待できるよう、幅広い知識または高度な専門知識、高

い見識、豊富な経験、および出身分野における実績を有する

者を、独立社外取締役としています。

役員向けトレーニング

当社グループの中長期ビジョンの達成と持続的な企業価値

向上を図るために、ガバナンス機能の向上、公正取引等の法

令遵守に対する理解の深化、取締役会の実効性の確保を目的

として、社内外取締役、執行役員向けに社内研修および外部

講義の受講機会を提供しています。

具体的には、会社法、内部統制、リスク管理、コンプライア

ンス、危機対応や経営分析、財務戦略等の知識だけではなく、

時宜的な最新動向をテーマに掲げ、実践的な社内講義を行うと

ともに、「ビジネスと人権」やサステナビリティ情報開示への対

応など、サステナビリティの専門知識や技能に関しても外部講

義を積極的に利用しています。

トレーニングメニュー例 

• 監査等委員会設置会社における取締役会運営

• グループにおける取締役の法的責任と子会社不祥事へ

の対応

• これからのサステナビリティ開示への対応準備

• CSRDへの実務対応 ～本社と欧州拠点はどのように役

割を分担すべきか～

• ビジネスと人権 ～取り組みを進めるからこそ直面する

課題にどう向き合うか～

● 取締役会の実効性評価

当社は2015年度より、取締役会の実効性のさらなる向上を

目的として、全役員を対象に実効性に係る自己評価アンケート

を継続して実施しています。また、2023年度はアンケート結果

を踏まえた第三者アドバイザーによるインタビューを実施しま

した。

1） 2023年度実施概要

2023年度は、第三者アドバイザーの意見も考慮した上で選

定した、①「取締役会の構成と運営」、②「経営戦略と事業戦

略」、③「企業倫理とリスク管理」、④「業績モニタリングと経

営陣の評価・報酬」、⑤「株主との対話」の５つの大項目に関

する17問の質問に加え、社外取締役のみによる議論の場の必

要性と監査等委員会設置会社移行後の取締役会等の運営に関

するアンケートを実施しました。また、アンケート調査で得ら

れた課題認識・コメントについて、明確化・深掘りすることに

加え、改善策等について意見を得ることで、取締役会の実効

性をさらに向上させるための施策を明確化させることを目的に、

第三者アドバイザーによるインタビューを実施しました。

2） 実効性の評価結果

ⅰ概要

アンケートおよびインタビュー結果を元に議論を行った結

果、取締役会が適切に機能し、実効性が確保されていると判

断しました。2023年度においては、特に①「取締役会の構成

と運営」に関して、社外取締役に対して経営会議での議論内容

を説明する機会を設けたことや、取締役会の付議内容に関する

事前説明の場に議長が参加し社外取締役の視点を理解した上

で取締役会の議事運営を行ったことにより改善がみられ、取締

役会の実効性が向上しました。一方で、③「企業倫理とリスク

管理」においては、社会的に倫理観が大きく変化している中で

は、社外取締役による外部の視点での発言が重要であり、取

締役会としてもこのテーマにプロアクティブに取り組むことでさ

らなる体質改善を図っていく必要があることを認識しました。

ⅱ2023年度の取り組みに関して

監査等委員会設置会社への移行

重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任するこ

とで意思決定を迅速化するとともに、モニタリング機能の強化

に取り組むために、当社は、2023年6月21日の定時株主総会

における決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設

詳細は以下をご覧ください
社外役員候補者の推薦に関する独立性基準

https://www.nyk.com/sustainability/pdf/concept/policy007.pdf

Link
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置会社に移行しました。また、本移行により、「中長期経営戦

略」、「経営資源の配分」、「事業ポートフォリオ」、「サステナビ

リティ」、「重大リスクへの対応」といった企業価値向上につな

がる事項により時間を割いて審議することで、取締役会の実効

性を向上させることを意図していました。その評価については、

移行より1年と時間が限られており、十分な評価材料の蓄積が

ないとの意見もありましたが、否定的な意見はなく、さらなる

実効性向上の途上にあるものと認識しました。また、新たな脱

炭素戦略目標の設定や人材戦略等、中長期経営戦略やサステ

ナビリティに関する事項について重点的に審議する時間を設け

て議論を深めましたが、監査等委員会設置会社とした利点をさ

らに活かすためには、アジェンダの設定に改善の余地があると

認識しました。

2022年度に認識した課題「多様性・人材戦略等」について

当社が2023年3月に発表した中期経営計画のCX戦略（人

的資本のさらなる充実・グループ経営の変革・ガバナンスの

強化）に基づき、当社グループの歴史とありたい姿、および

CX2030ビジョンと戦略の全体像を示したCX Story、ならびに

アクションプランを作成しました。それらをもとに取締役会に

おいて議論を深め、提示された意見をもとにさらなる進化を図

るよう、執行側に指示をしました。

3） 2024年度の取り組み

監査等委員会設置会社の特色を活かし、引き続き意思決定

の迅速化を進めるとともに、モニタリング機能を一層強化して

当社の監査等委員会は、独立社外取締役3名を含む5名（う

ち女性2名）で構成されていて、株主の負託を受けた独立の機

関として取締役の職務の執行を監査しています。具体的には、

監査等委員会が定めた監査等委員会規則、監査等委員会監査

等基準に準拠し、監査方針、監査計画などに従い、内部統制

システムの整備・運用状況、業務基盤の整備状況、経営計画

諸施策の推進状況等について、重点監査項目を設定し、内部

監査部門と緊密な連携を図りながら、計画的に日々の監査活

動を進めています。また、取締役会など重要な会議へ出席す

るとともに、業務執行取締役および使用人などからその職務の

執行状況などについて説明を求め、意見を表明しています。グ

ループ会社については、その取締役または当社管掌部門などと

意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて、事業の報

告を受け、説明を求めています。さらに、グループ会社監査役

などと連絡会などを通じて連携を図り、グループ全体の監査品

質向上に努めています。また、監査等委員会の職務を補助し

その円滑な職務遂行を支援するため、監査等委員会室を設置

し、専任の事務局員として4名を配置しています。監査等委員

である社外取締役は、各分野における豊富な経験や高い識見

に基づき、取締役会、監査等委員会などの場において、それ

ぞれ独立した立場から意見を述べ、主要な業務執行取締役や

執行役員および会計監査人などからの報告聴取なども含む監

査活動を行うことにより、当社の健全で公正な経営に寄与して

います。

構成人数と監査役会／監査等委員会出席回数（2023年度）

役位 氏名 監査役会 監査等委員会

取締役
監査等委員

髙橋 栄一 100%（6/6回） 100%（11/11回）

小杉 桂子 ー 100%（11/11回）

独立社外取締役
監査等委員

中曽 宏 83%（5/6回） 91%（10/11回）

桑原 聡子 100%（6/6回） 100%（11/11回）

山田 辰己 ー 100%（11/11回）

いきます。改善の余地があると認識したアジェンダ設定におい

ては、議題と討議時期の選定を慎重に行い年間計画をより明

確にし、あらかじめ十分な議論の時間を確保することで、優先

順位が高い事項に対して効果的に取り組んでいきます。特に、

当社グループの財務状況や投資計画、市場の動向等を踏まえ

た資本政策、ロシア・ウクライナや中東での緊迫した情勢等に

より顕在化した地政学リスクに対する体制や、実効性評価で課

題として認識された企業倫理とリスク管理等について、取り上

げる予定です。また、2024年度末には、現行の取締役（監査

等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬

制度の対象期間が満了するため、この機会に取締役等の報酬

制度の改善を図るべく、新しい報酬制度について討議する予定

です。

監査の体制
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当社は、議決権の尊重や株主の権利および平等性の確保、

株主の利益に反する取引の防止および禁止など、株主との関

係についてコーポレートガバナンス・ガイドラインに定め、公

表しています。

監査報酬の内容   

区分
2022年度 2023年度

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

提出会社 207 42 207 48

連結
子会社 107 0 117 0

計 314 42 324 48

（単位：百万円）

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は北村 嘉章氏、

隅田 拓也氏、柴田 勝啓氏です。各氏はいずれも有限責任監査

法人トーマツに所属しており、同会計士事務所の継続監査開始

年度は2007年度3月期、各氏の業務執行社員としての継続監

査年数は7年以内です。当社の監査業務に関わる補助者の構

成は、公認会計士14名、会計士試験合格者など4名、その他

54名であり、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行っています。

また、財務諸表監査および内部統制監査を受ける主要な海

外連結子会社は、主として当社の監査公認会計士などと同一の

ネットワーク（デロイト トーマツ グループ）に属する会計士事務

所を起用しています。   

なお、監査等委員会は、会計監査人の評価に関する基準を

定め、監査体制、独立性、職務遂行状況などの評価を実施の

上、会計監査人の選任もしくは、毎年の再任、不再任を決定

しています。

● 利益相反・関連当事者間取引 

当社は、当社役員と取引を行う場合、取締役会規則に基づ

き取締役会において決議し、当該取引後、重要な事実を取締

役会において報告することとしています。また、当社取締役が

役員を兼務する他法人との取引に一定の枠組みを定める目的

で、取締役会は3カ月ごとに兼務状況の報告を受け、取締役が

非完全子会社である他法人の代表取締役等に就任する場合は

取締役会の承認を要することとし、特別利害関係人を幅広く捉

え該当する取締役は、取締役会の決議に加わることができない

ものとしています。2024年3月末において議決権保有比率が総

議決権の10％を超える株式を保有する主要株主は存在しませ

んが、今後主要株主との取引が発生する場合の取引条件等は、

第三者との取引と同様に審議し決定します。

なお、コーポレートガバナンス・ガイドラインにも「株主の

利益に反する取引の防止及び禁止」を定めています。

● 政策保有株式の保有方針

当社は、保有する政策保有株式を縮減する方針で取り組んで

います。2015年11月に制定したコーポレートガバナンス・ガ

イドライン第5条第2項に従い、取締役会において、毎年、個

別の政策保有株式の保有につき、その目的・意義を、資本コ

ストをベースとする収益目標と、配当金・取引状況や事業活動

への効果等とともに総合的に検証し、削減に向けた取り組みを

決定しています。結果として2016年度末に56銘柄保有してい

た上場株式は、2023年度末までに27銘柄減り、29銘柄になっ

ています。

現時点で保有する政策保有株式は当社業績の安定に資する

長期的な取引関係が見込まれる重要取引先等で、関係維持ま

たは強化のための手段の一つとして妥当と判断するものです。

政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、一定の基

準に基づき、投資先企業の価値の毀損につながるものではな

いこと、および当社の企業価値向上への貢献の有無とその程

度を確認の上、議案への賛否を決定しています。特に、以下2

点については個別の基準を設け賛否の是非を検討します。

①剰余金の処分

 ・財務の健全性に大きな問題が生じないかどうか

 ・内部留保の適切な水準を著しく欠いていないかどうか
 ・�配当性向などから株主還元として一定の評価が見込まれるか
どうか

②取締役・監査等委員の選任議案

 ・�過去3年間赤字かつ無配、さらに業績改善の傾向にないと見

込まれているかどうか

 ・�違法行為などの重大な不祥事で業績に一定の影響があり、か

会計監査について 株主との関係
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● 業績連動型株式報酬制度

当社は、2016年度より、透明性・客観性の高い役員報酬制

度である業績連動型株式報酬制度を導入しています。

2022年度より、ESG経営をさらに加速し、中長期的に株主

との利害共有を図ることを目的に、株式報酬制度の内容を一

部改定の上、継続しました。

当社は、「役員等の報酬決定に関する方針」を定めるととも

に、会社の業績等の適切な評価を、執行役員を兼務する取締

役または執行役員等の報酬等に反映させることを「コーポレー

トガバナンス・ガイドライン」に明示しています。

役員報酬

つ再発防止策・改善案などが適切に開示されていないとみな

されるかどうか

 �・�上記に該当する場合で、格別の考慮すべき事情がないかど
うか

業績連動型株式報酬制度の概要

概要

業績連動型
株式報酬制度
の対象者

·  執行役員を兼務する取締役、会長執行役員を兼務しな
い取締役会長および一部を除く執行役員で、国内居住
の者

業績連動型
株式報酬制度
の対象期間

·  2022年4月1日から開始する3事業年度 
（2025年3月末日まで）
·  信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業
年度

当社が拠出
する信託金の
上限額

·  3事業年度を対象として、合計16億円（信託費用等を
含む。）

取締役等が
取得する当社
株式等の数の
上限および
当社株式の
取得方法

·  上限となる株式数は3年間合計300万株（ただし、2022
年10月1日の株式分割後を基準とした株式数であ
り、分割前においては100万株）で、発行済株式の総数
（2022年3月31日時点、かつ、自己株式控除後）に対す
る割合は約0.6%
·  当社株式は、株式市場から取得予定のため、希薄化は
生じない

取締役等が
取得する当社
株式等の数の
算定方法等

·  役位固定部分と業績連動部分とに分けて算定
·  業績連動部分にかかる株式数を算定するための指標： 
配当込み当社TSR（株主総利回り：Total Shareholder 
Return）および当社が掲げるESGに関する考え方を踏
まえた当社独自のESG指標
·  業績連動係数は下記指標の達成度に応じ、0～2.0の範
囲で変動
① 株価指標：相対TSR（対TOPIX成長率および競業他
社TSR）
② 非財務指標：「NYKグループESGストーリー」に基
づく「安全・環境・人材」の各マテリアリティへの取
り組みの進捗状況とコンプライアンスの遵守状況
を、報酬諮問委員会にて定性的・定量的の両側面か
ら協議し総合的に達成度を評価し取締役会で決定

取締役等に
対する当社
株式等の
交付等の時期

役位固定部分
毎事業年度終了後
ただし、交付後3年間は譲
渡制限あり

業績連動部分 3事業年度終了後

● 業績連動型金銭報酬制度

当社は、短期的な業績達成へのインセンティブを高め、企業価

値向上に資する仕組みとすることを目的に、基本報酬とは別枠で、

「業績連動型金銭報酬制度」を2022年度より導入しました。

業績連動型金銭報酬制度の概要

概要

業績連動型金
銭報酬制度の
対象者

·  執行役員を兼務する取締役および一部を除く 
執行役員

業績連動型金
銭報酬制度に
関する金員の
上限

·  1事業年度あたり3億円

業績達成条件
の内容

·  業績連動指標は連結経常利益および連結ROE
·  業績連動指標にかかる達成度を測る際の基準値は、
原則として当社の中期経営計画で掲げる目標値
·  それぞれの達成度に応じ、業績連動係数は0~2.0の範
囲で変動

取締役等に
対する金銭の
支給時期

·  毎事業年度終了後

考え方
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ガバナンス
コーポレート・ガバナンス

役員報酬

考え方

コーポレート・ガバナンスの体制

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

取締役会の実効性向上のために

監査の体制

会計監査について

株主との関係

内部統制

責任と体制

財務報告に係る内部統制

内部監査活動

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

取締役（監査等委員である取締役を除く。）等の報酬枠の概略図

報酬構成のイメージ図

（注1）  基本報酬額の総額年額510百万円以内のうち、社外取締役分は総額で年額150百万円
以内です

（注2）  業績連動型株式報酬の金額については、当社が拠出する信託金の上限額です

（注3）  業績連動型金銭報酬制度および業績連動型株式報酬制度の対象者には、一定の要件を
満たした執行役員も含んでおり、上記の上限額はそれら執行役員も含めた各制度の対
象者全員にかかる上限額です

（注4）  国内非居住であることによって業績連動型株式報酬制度の対象外となる者にかかる分
を含みません

（注）上記割合は、各ケースにおける想定値で、役位により変動します

基本報酬 業績連動型
金銭報酬

業績連動型
株式報酬

510百万円／年 3億円／年 16億円／3年

業績達成度
業績連動係数
上限（＝2.0）

業績達成度
業績連動係数
下限（＝0）

業績達成度
業績連動係数
標準（＝1.0）

〈固定報酬〉

75%

50%

50%

50%

12.5%

25%

25%

37.5%

50%

100% 125%

〈業績連動型変動報酬〉

金銭 金銭 株式

基本報酬 業績連動型
金銭報酬

業績連動型
株式報酬

金銭 株式

基本報酬 業績連動型
株式報酬

金銭 金銭 株式

基本報酬
業績
連動型
金銭
報酬

業績連動型
株式報酬

 業績連動型金銭報酬の支給および業績連動型株式報酬の交付等のイメージ図

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度以降

譲渡制限期間（3年）

譲渡制限期間（3年）

譲渡制限期間（3年）

職務執行 職務執行

業績連動型金銭報酬

（各事業年度）
· 連結経常利益
· 連結ROE

· 3年間TSR
· ESG指標（3年間の達成度）

業績連動型株式報酬

役
位
固
定
部
分

業
績
連
動
部
分

職務執行＋業績評価 職務執行＋業績評価

支
給
額
確
定

株
式

株
式

株
式

株
式

金
銭

金
銭

金
銭

金
銭

支
給
額
確
定

支
給
額
確
定

金
銭
支
給

金
銭
支
給

金
銭
支
給

職務執行＋業績評価

職務執行

職務執行+達成度評価

ポ
イ
ン
ト
付
与

ポ
イ
ン
ト
付
与

ポ
イ
ン
ト
付
与

ポ
イ
ン
ト
付
与
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ガバナンス
コーポレート・ガバナンス

役員報酬

考え方

コーポレート・ガバナンスの体制

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

取締役会の実効性向上のために

監査の体制

会計監査について

株主との関係

内部統制

責任と体制

財務報告に係る内部統制

内部監査活動

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

（注1） 当社は、2023年6月21日開催の第136期定時株主総会の決議により、監査等委員会設
置会社へ移行しています。取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等に
は、当事業年度に退任した3名を含む監査等委員会設置会社への移行前における取締役
に対する報酬等を含んでいます。監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員
会設置会社移行後の期間に係るものであり、監査役に対する報酬等は監査等委員会設
置会社移行前の期間に係るものです

（注2） 金銭報酬の額は業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額であり、株式報酬の額は業績
連動型株式報酬制度に基づく報酬額です

役員報酬等の総額（2023年度）

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
人数
（名）基本報酬 金銭報酬 株式報酬

固定 業績連動 役位固定 業績連動
取締役（監査等
委員である取
締役を除く。）

454 328 31 74 19 10

（うち、社外取
締役） （57） （57） （－） （－） （－） （4）

監査等委員
である取締役 112 112 － － － 5

（うち、社外取
締役） （44） （44） （－） （－） （－） （3）

監査役
（うち、社外監
査役）

26 26 － － － 4

（6） （6） （－） （－） （－） （2）

報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等（2023年度）

氏名 役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円）

基本報酬 金銭報酬 株式報酬

固定 業績連動 役位固定 業績連動

長澤 仁志 取締役 112 94 － 17 －

曽我 貴也 取締役 133 75 17 29 10

当社グループは、取締役会を補佐する機関として社長を委員

長とする内部統制委員会を設置しています。報告の信頼性、法

令遵守、業務の有効性・効率性、資産の保全の4つを目的と

する内部統制の状況を確認し、問題を発見した場合には関係

する部門が適切かつ効率的に内部統制の運用に取り組むよう

是正措置を講じます。

内部統制

〈内部統制に関する主要な委員会〉

・内部統制委員会
・リスク管理委員会
・コンプライアンス委員会
・安全・環境対策推進委員会

取締役会
（内部統制システムの整備の決定）

業務全般

内部統制委員会
（内部統制システムの整備と運用状況のモニタリング）

リスク管理委員会
（経営に重要な影響を与えるリスクの把握と管理状況の評価）

● 内部統制委員会

内部統制委員会では、当社および当社グループ全体を対象と

する主要な内部統制活動をモニターし、内部統制上の課題を

抽出・確認しています。また、内部統制活動の実効性を確保す

るための内部統制に関する方針を策定し、取締役会が内部統

制システムの整備を決定します。

具体的には、全社統制を行うコーポレート部門と横断的な

統制機能を担う社内委員会・会議の活動状況をモニターする

ことで内部統制システムの運用状況を確認し、今後の内部統制

活動の方針を審議・策定しています。

2023年度は、内部統制において重要と考える主要な分野の

体制と運用状況を再点検した上でその有効性を評価し、内部

統制上の重大な不備がないことを確認しました。

当社グループの財務報告に係る内部統制については、内部

統制報告制度（金融商品取引法の規定による）の実施基準に準

拠し、適正な会計処理と財務報告のための方針、業務規程等

を定めるとともに、内部統制報告制度や情報開示に係る委員

会が財務報告の適正性を確保するための体制を整備し、運用

しています。

責任と体制

財務報告に係る内部統制
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ガバナンス
コーポレート・ガバナンス

役員報酬

考え方

コーポレート・ガバナンスの体制

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

取締役会の実効性向上のために

監査の体制

会計監査について

株主との関係

内部統制

責任と体制

財務報告に係る内部統制

内部監査活動

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

当社およびグループ会社における経営管理・運営の制度と

業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、

改善への助言・提言等を通じて会社資産の保全および事業経

営の有効性と効率性の向上を図ります。内部監査計画は、社

長および監査等委員会の承認を取得します。監査の実施にあ

たっては、監査等委員と定期的に意見交換し、関係部門とも事

前に問題点を確認することで、監査の効率と有用性を高めてい

ます。また、内部監査部門が社内外の取締役に対して内部監

査状況について適切に直接報告を行う仕組みを構築し、取締

役との連携を確保し、取締役会へ報告しています。

● 国内監査

内部監査室は、当社および国内グループ会社各社を監査活

動対象として事業監査を定期的に実施し、経費・会計・勤怠

データの分析による外れ値の検出など、データ監査の手法を

継続的に進化させています。

専門的な知識と人材が求められていることから、郵船ロジス

ティクス（株）から内部監査人が当社に出向しており、また、外

部人材も積極的に登用するなど、多面的な知見の活用と内部

監査人が相互に新たな監査手法の共有と理解促進に努めるこ

とで、監査の品質向上を図っています。

2023年度は本社各部門・支店、グループ会社を対象にした

監査を年間24件実施しました。

また、社内の関係部署と連携し監査スコープの深化とフォ

● 海外監査

海外で対象となるグループ会社に対しては、海外4拠点に所

属する内部監査人が定期的に事業監査を実施しています（2023

年度は65件実施）。

監査指摘事項は、本社の担当役員などへ報告し事業別に指

導・監督される一方、海外地域統轄責任者への報告も行い、

地域ごとの内部統制機能の底上げを図っています。

内部監査室と海外監査人は、同じフィロソフィーやルールに

よる監査、会計データ分析の実施を通じて、当社グループ全体

の内部統制の向上に貢献しています。

ローアップの実効性向上に取り組んでいます。内部監査活動
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ガバナンス
リスクマネジメント

日本郵船グループの定期船事業や航空運送事業、物流事業、

自動車事業、ドライバルク事業、エネルギー事業、その他事業

における事業活動や業績は、世界各地の経済や政治情勢、環

境規制、安全・保安体制などの社会的な要因や、自然災害、

技術革新などの影響を受ける可能性があります。

当社グループは、「当社グループの継続的成長にとって影響

を与えうる不確実性」をリスクと定義し、リスク管理方針およ

びリスク管理規則に基づいたリスク管理体制を構築してリスク

の特定、評価、対応方針の策定を行うことにより、リスクの発

生を防止するよう努めています。万一リスクが発生した場合は、

これを回避・低減するため、人命に影響を与える事項への対

処を優先しつつ、発生したすべてのリスクについて適時・適切

に情報を把握し、被害の拡大防止と速やかな復旧などに努めて

いきます。

当社グループは、リスク管理方針およびリスク管理規則に基

づき、リスク管理委員会を年2回実施し、当社の経営に大きな

影響を与えうる重要リスクの管理状況の報告と評価を行い、そ

の結果を取締役会に報告します。社長を委員長、各本部長と

ESG戦略副本部長をメンバーとするリスク管理委員会では、事

業の本質を最もよく理解する各事業部門の定性的・定量的評

価と各本部からの報告を基に重要リスクを特定するとともに重

リスク管理委員会では毎年、「重要リスク」の中から当社グ

ループの事業継続に重大な影響を与えうる「最重要リスク」を

選定しています。「最重要リスク」には、コンプライアンスリス

ク、重大事故などのオペレーションリスク、サイバーリスク、自

然災害などの災害や気候変動への対応に関するリスクがありま

す。また、当社グループの経営に大きな影響を与えうる「重要

リスク」には、戦略リスクや市況変動リスク、オペレーショナル

リスク、財務と会計リスク、人権リスク、新型コロナウイルス感

染症などの感染症リスクなどがあります。

ガバナンス

取り組み

要リスクごとにリスク対応の推進役となる本部を決定し、グルー

プ全体のリスク低減活動を推進します。

リスク管理体制図

リスクマップ

各本部にて
リスク管理

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

内
部
統
制
委
員
会

当年度リスク
管理評価

次年度重要
リスク候補一覧

次年度
リスクマップ

重要リスク
候補提出

● 重大事故

● 重大な法令違反

● 為替変動

●  サイバー 
リスク

● 需給バランス変動

● 気候変動リスクへの対応

● 燃料価格変動

● 人権侵害リスク

● 経済制裁への違反・抵触

● 本社／主要な事業拠点の機能不全

影
響
額

頻度

最重要リスクと重要リスク 情報セキュリティ対応

取り組み

情報セキュリティ対応

災害時などの対応

ガバナンス

全社的リスク管理

最重要リスクと重要リスク

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

当社グループは、手口の巧妙化と種類の多様化が進むサイ

バーアタックに備えた多層防御の継続的強化の実施に加えて、

100%の防御は不可能という視点から被害の迅速な復旧に主眼

を置く「サイバーレジリエンス」に基づく対策構築と、クラウ

ド化やテレワークに応じたネットワークの境界防御に依存しない

「ゼロトラスト」ベースの対策構築を進めています。

具体的には、MFA（Multi-Factor Authentication）、EDR（Endpoint 

Detection and Response）などのセキュリティ機能をグループ全

体に導入していくと同時に、クラウド化による障害・災害時のリ

スク低減、GSOC（Global Security Operation Center）による世

界中の陸海情報機器を24時間365日常時監視する体制を作り、

不正侵入の早期発見と迅速対応により被害の極小化を目指して

います。加えて、CSIRT（Computer Security Incident Response 

全社的リスク管理
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ガバナンス
リスクマネジメント

取り組み

情報セキュリティ対応

災害時などの対応

ガバナンス

全社的リスク管理

最重要リスクと重要リスク

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

Team）を世界各地域に組成してそれぞれをグローバルに連携さ

せ、事故発生時にIT部門のみならず社内各部署と迅速に情報

共有がなされマネジメントによる適切な意思決定につながる仕

組みを構築しています。ガバナンス面では、AIなどの新技術に

対応するために情報セキュリティ関連の規定を定期的に更新し

ており、グループ全体に共有することでセキュリティを確保して

います。

すべての取り組みの基盤となる社員のセキュリティリテラシー

をグループ全体で向上させるべく、①教育プラットフォームによ

るeラーニング、②サイバーアタック訓練、③グローバルセキュ

リティアセスメントを定期的に実施しています。

当社グループは、サプライチェーンを支える社会的役割を

継続して果たすことを目的に、自然災害（地震や洪水、富士山

噴火など）や感染症リスクを想定したBusiness Continuity Plan

（以下、BCP）を策定しています。

コロナ禍を契機に多様化する働き方への対応として、IT機器

の整備などを通じてリモート環境からでも勤務可能な体制を構

築しています。また有事でのコミュニケーションの円滑化およ

び初動対応の迅速化などを目的に、災害対策用携帯アプリを

自社開発し配布するなど、一定の水準で事業を継続するため

の体制・仕組みも整備しています。   

当社では2006年にBCP文書を策定以降、毎年文書内容の

整備・拡充を実施しており、今後も定期的にその内容などを

確認・修正することで、BCPの実効性向上を図るとともに、有

事を想定した社員参加型訓練や新入社員向け研修でのBCP講

義を継続的に実施し、全社員が共通理解の下、実効性の高い

BCPが実行されるよう努めています。

● 重大事故対応訓練

当社は、毎年船舶の重大事故対応訓練を実施しています。

船舶の種類や大きさ、事故、トラブルの内容を毎回変更し、実

際の事故が発生した時にも臨機応変な対応ができるようにして

います。訓練では、官公庁やお客さまなど、さまざまなステー

クホルダーの皆さまにご協力をいただき、事故発生後の対策本

部の立ち上げ、関係先への連絡、負傷者の救助その他の事故

対応とともに、事態の進展に合わせたプレスリリースによる情

報開示など、実践的な内容で実施しています。訓練を通して、

社会に対して迅速かつ的確に情報開示することの重要性を再確

認しています。

災害時などの対応
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当社グループのバリュー（企業理念を実現するために、社員

が共通して持つべき価値観）の一つである「誠意」とは、相手

を尊重し、相手の立場を徹底的に考え抜くことです。コンプラ

イアンスの文脈では「人権尊重・法令順守を徹底した上ですべ

てのステークホルダーの立場を考え抜き、高い倫理感を持って

事業活動を行うこと」であり、当社グループはこれを日本郵船

グループ企業行動憲章に定めています。

2024年6月現在、当社グループでは、コンプライアンスに関

する体制として主に下記を整備しています。

•  当社グループの企業理念、企業行動憲章を定め、役職員に適

用される行動規準、社規則等を制定し、内部通報制度を整備

•  コンプライアンスに関わる体制整備と活動を統轄するチーフコ

ンプライアンスオフィサー（CCO）を設置し、コンプライアンス

委員会がコンプライアンス状況を評価

•  子会社等においても同様の体制整備を促進

すべての役員・従業員が個々の行動において、健全なコンプ

ライアンス（法令、社内規則、企業倫理・社会規範の遵守）意

識を持って日々の業務を遂行できるよう、当社グループでは、

グループ企業理念とグループ企業行動憲章を具体化した「日本

郵船株式会社 行動規準」を整備しています。行動規準は、役

員および従業員が守るべき正しい行動の指針として周知徹底を

図っています。

行動規準は、事業環境や社会情勢の変化に合わせ、定期的

ガバナンス

取り組み

コンプライアンス総点検活動

コンプライアンス教育

内部通報窓口

内部通報窓口の周知

独占禁止法等の遵守

贈収賄禁止の徹底

政治献金

税務コンプライアンス

ガバナンス

日本郵船株式会社 行動規準

コンプライアンス委員会

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

日本郵船グループのコンプライアンス体制図 コンプライアンス強化に向けた主な取り組み

※1 常勤監査等委員へ定期的かつ必要に応じ適時報告
※2  当社グループ従業員を対象とした、コンプライアンスに関わる懸念・問題の相談窓口。
聞き役は従業員5名（男性3名、女性2名）と外部弁護士1名

郵船しゃべり場※2

社外相談
通報窓口

グループ会社
役員・従業員
など（国内）

本社役員・
従業員など

グループ会社
役員・従業員
など（海外）

コンプライアンス委員会（委員長：社長）

チーフコンプライアンス
オフィサー

チーフコンプライアンス
オフィサー代理

法務・フェアトレード
推進グループ

グループ長・室長・支店長
（コンプライアンス責任者）

リージョナル
ガバナンス

オフィサー（海外）

監査等委員

※1

年 取り組み

1997 グループ企業行動憲章の制定

1999 行動規準の制定

2002 チーフコンプライアンスオフィサーの設置

2005 グループ企業理念の制定

2006 内部統制委員会の設置

2008 独占禁止法タスク・フォースの設置

2013 独禁法遵法活動徹底委員会の設置

2016 • 新規事業立ち上げ時における外国公務員贈収賄防止対策の導入
• 行動規準の改正

2017 行動規準への誓約書の導入

2020 コンプライアンス関連規則の改正

2023
• グループ企業理念の改正
• グループ企業行動憲章の改正
• 行動規準の改正

日本郵船株式会社 行動規準
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に見直しを行っています。改訂時には、内容の理解を深めるた

めのガイドブックを配布するとともに、社内で説明会を開催し

ています。また、役員および従業員が行動規準で定められてい

る内容をきちんと理解し、行動しているかを確認する機会とし

て、年に一度、行動規準の遵守に関する「誓約書」の提出を

求めています。

コンプライアンス委員会では、コンプライアンス年度実施計

画や活動方針のほか、コンプライアンスに関する重要な事項の

審議・決議を行っています。同委員会は年2回開催され、審議

事項は取締役会を通じて社外役員に報告しています。

当社グループでは毎年9月をコンプライアンス強化月間と定

め、役員・従業員等が自らの行動や業務プロセスを見直すこ

とを目的としたコンプライアンス総点検活動を推進しています。

活動の一つとして「コンプライアンスDAY」を設け、チーフコン

プライアンスオフィサーからのコンプライアンスに関する意見の

発信と、弁護士によるコンプライアンス研修を行うタウンホー

ルミーティングを、当社およびグループ会社に対し生配信で実

施しています。

取り組み

当社では、グループ会社を含む従業員のコンプライアンス意

識のさらなる徹底とコンプライアンス実践に必要な知識・情報

の周知を図るため、各種コンプライアンス教育・研修を継続的

に実施しています。

2023年度も、新たに当社および当社グループ会社に入社し

た従業員向けに、ESG研修の一内容として当社行動規準をベー

スとしたコンプライアンス教育を実施しました。また、海外赴

任時には競争法・贈収賄禁止法・経済制裁法・コンプライア

ンス研修を、グループ出向時のマネジメント研修として取締役

の義務と責任・コンプライアンス研修を実施するなど、従業員

の階層別にもきめ細かい教育・研修を実施しています。

コンプライアンス強化月間である毎年9月には、当社および

国内グループ会社全従業員を対象に、対面およびオンラインの

ハイブリッド形式によるコンプライアンス研修を実施し、当社グ

また、当社においては役員・従業員等一人ひとりに行動規準

への誓約を改めて確認し、コンプライアンス意識調査を行って

います。意識調査の結果は社内にフィードバックすることでコ

ンプライアンス意識のさらなる向上を図っています。

2023年度の行動規準への誓約については当社役員・従業員

（派遣・他社からの出向者含む）のうち2,108 名を対象に確認

を実施し、その100％から誓約の回答を得ました。2023年度

コンプライアンス意識調査については2,107名を対象に実施し、

回答率は92.26%でした。

ループ全体のコンプライアンス意識の浸透に努めています。ま

た、対話形式を取り入れたワークショップ型研修を新たに導入

するなど、教育・研修の機会を増やしています。

当社役職者向けには、過去に発生した事案を教材にして、

企業不祥事の再発防止を目的とした研修を行っています。こ

の研修は、過去の事案を組織の知見として取りまとめ、組織

的学習として今後の経営に活かす未来志向型の Institutional 

Memory研修であり、将来にわたる学びとすることを目指して

います。

また、リスクの高い特定の事業部門へ向けた研修の強化も

行っており、個別に競争法研修や本船オペレーター向けの贈収

賄防止研修を実施しています。

海外グループ会社に対しては、現地弁護士を講師とし、そ

れぞれの地域性を踏まえた競争法・贈収賄禁止法・経済制裁

法・コンプライアンス研修等を内容とする教育・研修プログラ

ムを継続的に実施しています。2023年度は23カ国で2,027名

が研修を受講しました。

加えて、国内外のグループ会社を対象としたeラーニングを実

施しています。競争法、贈収賄禁止法、経済制裁法、コンプラ

イアンスをテーマに日本語・英語・中国語で展開し、2023年度

の受講者は8,415名で、対象者受講率は95.8%でした。

コンプライアンス総点検活動

コンプライアンス教育

取り組み

コンプライアンス総点検活動

コンプライアンス教育

内部通報窓口

内部通報窓口の周知

独占禁止法等の遵守

贈収賄禁止の徹底

政治献金

税務コンプライアンス

ガバナンス

日本郵船株式会社 行動規準

コンプライアンス委員会

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス委員会
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内部通報制度および窓口の周知のため、コンプライアンス研

修での説明や社内掲示板、当社グループのイントラネット、グ

ループ報への掲載、ポスター掲示、全従業員へのメール案内

を行っています。また、毎年当社の全従業員を対象として実施

しているコンプライアンス意識調査において、各内部通報窓口

や内部通報受付後の流れに関する認知度の調査を行い、内部

通報制度の浸透度を確認しています。

内部通報窓口の周知

取り組み

コンプライアンス総点検活動

コンプライアンス教育

内部通報窓口

内部通報窓口の周知

独占禁止法等の遵守

贈収賄禁止の徹底

政治献金

税務コンプライアンス

ガバナンス

日本郵船株式会社 行動規準

コンプライアンス委員会

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

● 海外ヘルプライン

海外のグループ会社では、地域ごとにリージョナルマネジメ

ントオフィスが、外部業者により運営される内部通報窓口を設

置しており、海外のグループ会社の役職員等が利用することが

できます。

● 競争法・贈収賄専用窓口

競争法・贈収賄専用窓口は、独占禁止法等の競争法や贈収

賄に関する通報・相談を受け付けています。当社および国内・

海外のグループ会社の従業員、役員、退職者（退職後1年以内）

が利用できます。

内部通報受付後の流れ

相談者
本社およびグループ会社の役員・従業員、退職者等

調査対応部署
法務・フェアトレード推進グループ

チーフコンプライアンスオフィサー

内部通報窓口
• 郵船しゃべり場
• 社内HOTLINE

• 外部業者により運営される相談窓口
• ハラスメント関連相談窓口

• 海外ヘルプライン
• 競争法・贈収賄専用窓口

調査結果の
フィードバック

相談・通報

調査結果の
フィードバック

報告

指示報告

内部通報窓口の社内認知度（2023年度）

内部通報窓口 社内認知度

郵船しゃべり場 95.2

社内HOTLINE 49.8

外部業者により運営される相談窓口 34.3

ハラスメント関連相談窓口 70.8

競争法・贈収賄専用窓口 67.3

どの窓口も知らない 1.4

（単位：％）

● 国内ヘルプライン

当社グループ（国内）では、職場での不正やハラスメント、

法令違反などコンプライアンスに関わる懸念・問題の相談先と

して、従業員や外部弁護士が聞き役となる「郵船しゃべり場」

や社内HOTLINE、外部業者により運営される相談窓口、ハラ

スメント関連相談窓口など、複数の相談窓口を設けています。

国内ヘルプラインの一つである「郵船しゃべり場」では、社外

弁護士を含む6名の聞き役がコンプライアンスに関わる相談・

通報を幅広く受け付けており、現在グループ会社約66社が利

用しています。

国内ヘルプラインは、当社グループの従業員等※と役員、退

職者（退職後1年以内）が利用可能です。

届いた相談に対しては、当社の調査対応部署が、相談者が

不利益を被らないこと、および相談者が望む場合はその秘匿

を第一としながら真摯に対応し、職場環境の改善につなげて

います。

※ 従業員等：従業員（有期社員、出向社員、無期転換社員、派遣社員を含む）および各事業所
においてその業務の執行に直接または間接に携わる者（業務委託契約または請負契約に基
づき、業務の執行に間接に携わる者を含む）

内部通報窓口
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海運自由の原則（公海における自由航行、領海内における無

害航行）が支配する外航海運業は、市場の参入と退出が自由で

あり、競争激化に陥りやすいため、その弊害である安定輸送網

の断絶、途上国海運・産業の競争力の喪失などの負の面を軽

減すべく、ある一定の条件の下、独占禁止法適用除外の扱い

を受けてきました。

現在は、そのような法的保護は縮小する一方で、社会インフ

ラとしての責任を全うするため、寄港頻度と多様な航路網の維

持を目的として船社間での協調配船が行われており、競合他社

と接触する機会が多く存在する業種であるといえます。

こうした業種特性を踏まえ、当社グループでは従前より「独

占禁止法等遵法徹底委員会」を設置し、独占禁止法対応を主

眼に、贈収賄関連法令、経済制裁法を含めた当社グループ内

の法令遵守の徹底に努めてきました。2019年3月には、同委

員会の名称を「遵法活動徹底委員会」とし、特定の法令のみ

ならず、法令全般および各種許認可なども含めた遵法の徹底を

図っています。

● 違反への対応

当社グループは、2012年9月以降、自動車などの貨物輸送

に関して独占禁止法違反（および海外競争法）の疑いがあるとし

て、複数の競争当局より調査を受けておりました。

また、当社および一部の海外現地法人は、複数の地域にお

いて損害賠償請求訴訟（集団訴訟）を提起されています。この

ような事態を真摯に受け止め、グループ役員・従業員※一人ひ

とりの意識を高めるべく独占禁止法遵守を再徹底するための体

制構築および活動を推進しています。

取り組み

コンプライアンス総点検活動

コンプライアンス教育

内部通報窓口

内部通報窓口の周知

独占禁止法等の遵守

贈収賄禁止の徹底

政治献金

税務コンプライアンス

ガバナンス

日本郵船株式会社 行動規準

コンプライアンス委員会

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

※社員に加え、他社からの出向者および派遣社員を含む

再発防止に向けた施策（2013年から継続）

•  遵法活動徹底委員会の開催（毎年開催）

　－  社長を委員長とし、取締役、執行役員、監査役、

海外地域統轄会社の地域長※1・本社のグループ長、

各グループのコンプライアンス担当者が参加

　－  2023年は9月に実施。独禁法等遵法徹底委員会よ

り数えて、2023年9月までに合計18回開催

•   国内外グループ会社を含む全事業部門のリスクアセス

メント実施、ガイドライン策定

•  独占禁止法・競争法遵守に関する誓約書の取得

•   業界会合届出制度※2を本社・国内外子会社の役員・従

業員を対象に導入

※1  ガバナンス強化策の一環で、2020年度より海外4極の地域統轄会社のリージョナル
ガバナンスオフィサーにも対象を拡大

※2  同業他社と接する機会を限定し、必要な会合に参加する場合は、事前の届け出およ
び事後の面談内容の報告を行うよう定めた制度

通報結果

年度

2020 37

2021 55

2022 50

2023 50

通報内容

ハラスメントの疑い 12

職場環境（人間関係含む） 1

労働関係 7

その他法令、社規則違反の疑い 6

その他 24

（注1） 上記には、グループ会社が独自に設置した内部通報窓口に対する通報は含まれていませ
ん。当社で取りまとめてはいませんが、グループ会社で発生した重大なコンプライアンス
事案については全件チーフコンプライアンスオフィサーに報告されることになっています

（注2） 上記件数には外部通報窓口への通報も含まれていますが、そのうち、通報者が会社への
共有を望まなかった通報については、会社による調査対応は行われていません

（単位：件）

（単位：件）

（1）通報件数

（2）通報内訳（2023年度）

（3）標準処理期間（土曜日・日曜日・祝日を含む）
内部通報窓口が通報を受領した日から、調査を完了し通報者に結果のフィード
バックを行うまでに要する日数：平均80日　
なお、通報の内容や調査対応部署の繁忙状況などによって処理期間は変動するた
め、実際のケースでは、数日で終わることもあれば、1年以上かかる場合もあり
ます。

独占禁止法等の遵守
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コンプライアンス

当社グループは各国の法令を遵守し適正な納税義務を果た

すことが社会的責任であるとの認識の下、税務コンプライアン

ス向上に努めています。

近年、企業の活動実態と各国の税制や国際課税ルールとの

ずれを利用した課税回避行為が問題視されています。これに対

処するOECDによるBEPS（Base Erosion and Profit Shifting）プ

ロジェクトなど国際的な税務フレームワークに対応することが

税務の透明性の確保に不可欠であり、対応を進めています。

● 反贈収賄に関する第三者認証

当社は、ビジネスにおけるコンプライアンス遵守に関する国

際的な認証機関であるEthixbase360によるTcertification適

正審査に合格し、認証を取得しています。今後も、国際的な

商業取引における公正かつ透明な適性取引に努めていきます。

法務関連のリスク管理体制

新規投資判断および事業の検討にあたっては、独占

禁止法・贈収賄・経済制裁に関する確認のため、法務

部門でのスクリーニングとデューディリジェンスを行

うなどのリスク管理体制を整えています。

当社は、特定の政治団体や政治家を支持または支援するこ

とを目的とする政治活動を行いませんが、諸外国の制度と比較

した上で、税制など国際的な競争条件の均衡化に向けた働き

かけ等を行っています。この活動にあたって、政治・行政との

透明性のある、正しい関係を維持するために、以下2点を徹底

しています。

•  政治資金規正法などの関連法規ならびに社規則を社内に周知

徹底

•  献金については、渉外担当役員ならびに必要に応じて関係役

員に報告・確認し、社内基準に則った手続きを経て、献金

先・献金額を決定

● 贈収賄デューディリジェンスの実施

当社グループは、2016年4月に外国公務員贈収賄防止対策

の体制を確立しました。高リスク国での新規事業を検討する

際には、法務部門がパートナーや代理店候補に贈収賄関連の

問題がないかスクリーニングを行い、契約締結時には贈収賄

禁止条項の織り込みなどについて提言・確認をしています。

当社グループは日本国不正競争防止法（外国公務員贈賄

罪）、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法などの各

国贈収賄防止法に対応するため、2014年1月に贈収賄禁止に

関する基本方針およびガイドラインを整備しました。2015年度

より国内外の従業員を対象に、贈収賄禁止に関する研修を実

施し、2021年より対象の部門に特化したファシリテーションペ

イメントに関する研修を行っています。また対象の部門にて運

航船および第三者代理店に対して注意喚起のレターを送付し、

現場での贈収賄および第三者を通じた贈収賄の禁止に向けた

取り組みを継続的に行っています。

また、海運業界全体における公正な取引の実現に向けて、

腐敗排除・防止を目的とした活動を行っているグローバルネッ

トワークであるMaritime Anti-Corruption Network（MACN）

に、2015年度より加入しています。加入以降、MACNとの連

携を強化し、2020年からは贈収賄防止の実効性を高めるため

に、MACNのヘルプデスクを活用する取り組みを行っています。

政治献金

税務コンプライアンス

取り組み

コンプライアンス総点検活動

コンプライアンス教育

内部通報窓口

内部通報窓口の周知

独占禁止法等の遵守

贈収賄禁止の徹底

政治献金

税務コンプライアンス

ガバナンス

日本郵船株式会社 行動規準

コンプライアンス委員会

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

Tcertification
ID：TC3182-6961
有効期間：2024年1月15日～2025年1月14日

贈収賄禁止の徹底
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株主・投資家との対話

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに、

適時適切に情報を開示するとともに、双方向のコミュニケー

ションを積み重ねることが、当社の企業価値の適正な評価につ

ながると考えています。当社グループの持続的成長と中長期的

な企業価値向上に資するよう、コーポレートガバナンス・ガイ

ドライン第25条において株主との建設的な対話を促進するた

めの方針を定めています。

対話を通じて株主・投資家の皆さまからいただいた貴重なご

意見は、経営陣に対し定期的かつ適時に報告し、経営の改善

に役立てています。

ガバナンス

当社では、株主総会を最も重要な対話の機会と位置付けて

おり、株主の意見を真摯に受け止め、丁寧な説明と回答に努

めています。当日ご参加いただけなかった株主の皆さまのため

に、公平な情報開示の観点から株主総会当日の様子を撮影・

公開しており、動画でご視聴いただけます。

機関投資家に対しては、四半期ごとの社長・経営陣による

決算説明会のほか、スモールミーティング、事業説明会などを

開催しています。また、国内外の機関投資家への訪問、個別

取材への対応なども実施しており、当社戦略の理解を得られる

よう努めています。

個人投資家に対しては、個人投資家向け説明会を実施し、

プレゼンテーションと質疑応答を行っています。

取り組み

主なIR活動

エンゲージメント活動の実績（2023年度）

投資家との対話を踏まえた取り組み

ガバナンス

株主の皆様に対して

機関投資家の皆様に対して

個人投資家の皆様に対して

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

詳細は以下をご覧ください
https://www.nyk.com/ir/stock/meeting/

活動 詳細

機関投資家向け

·  決算説明会の開催
·  個別面談対応
·  欧米・アジアなどの海外投資家への個別訪問対応
·  事業説明会の開催
·  スモールミーティングの開催

個人投資家向け ·  個人投資家向け説明会に参加 

ウェブサイトで
の公開

·  株主総会招集通知
·  有価証券報告書／半期報告書
·  統合報告書（NYKレポート）
·  決算短信
·  決算説明会資料
·  動画配信（質疑応答を含む）
·  適時開示資料

その他 ·  当社に対する市場での期待・評価の社内フィード
バック（証券アナリストによる講演会）

取り組み機関投資家の皆さまに対して

個人投資家の皆さまに対して

主なIR活動

株主の皆さまに対して
詳細は以下をご覧ください
https://www.nyk.com/ir/library/investors/

Link

Link
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ガバナンス 株主・投資家との対話
株主・投資家との対話

取り組み

主なIR活動

エンゲージメント活動の実績（2023年度）

投資家との対話を踏まえた取り組み

ガバナンス

株主の皆様に対して

機関投資家の皆様に対して

個人投資家の皆様に対して

日本郵船グループの
ESG経営

安全 環境 人材 その他 ガバナンス目次

リスクマネジメント コンプライアンス 株主・投資家との対話コーポレート・ガバナンス

説明会種類 開催回数または
開催時期／参加者数 内容 主な説明者

決算説明会 年4回／計535名
通期もしくは四半期決算実績、
業績予想、中期経営計画の進捗など

代表取締役社長・社長執行役員、
代表取締役・副社長執行役員

IR説明会
2023年6月／92名

当社グループにおける物流事業の位置付けと
今後の成長戦略

執行役員（物流グループ等担当）

2024年1月／128名
コンテナ船・自動車船需給に関する
当社調査グループの分析

調査グループ グループ長代理

オンライン個人投資家
向け説明会 2023年6月／919名 事業概要、業績、中期経営計画等 代表取締役社長・社長執行役員

NYKグループ
ESGストーリー2023
説明会

2023年11月／85名 「NYKグループESGストーリー 2023」の説明
代表取締役社長・社長執行役員、
代表取締役・副社長執行役員、
執行役員（ESG経営・脱炭素各グループ担当）

Ocean Network Express 
Pte. Ltd. 
（ONE）事業説明会

2024年3月／224名 ONE社の中期経営計画や事業概況等 Ocean Network Express Holdings, Ltd.   
代表取締役会長

活動種類 開催回数／参加企業数 内容 主な説明者

スモールミーティング※1 4回／計37社 経営層による投資家との対談
代表取締役社長・社長執行役員、
代表取締役・副社長執行役員

SR※2活動 14回／計14社 国内機関投資家の議決権行使担当者との対話
代表取締役社長・社長執行役員、
代表取締役・副社長執行役員、
執行役員（IRグループ担当）

個別取材 306回／計164社 国内外機関投資家・アナリストとの対話 IRグループ

うち、ESG
エンゲージメント※3  14回／計14社 国内外機関投資家・アナリストとの対話のうち、

ESGに関するもの
IRグループ、
脱炭素グループ

（注）各種説明会はリモート形式により実施

※1 証券会社主催を含む　※2 Shareholder Relations　※3 テーマをESGに絞った対話のみをカウント
（注）リモート形式による実施を含む

投資家向け説明会 当社の取り組み例

個別対話

トピック 取り組み例

事業部署による
投資家への説明

•   定期的な機関投資家向け事業説明会の開催 
–物流事業に関する説明会(2023年6月) 
– 調査グループによる説明会(中東情勢に関する説
明を含む)(2024年1月)

最適資本構成

•  中期経営計画にてキャッシュ ·アロケーションを踏
まえた株主還元方針の策定(2023年3月)

•  追加の自己株式取得の実施(2024年5月~2025年4月
(予定))

開示セグメント
の変更

•  事業規模が拡大した「不定期専用船事業」の内訳
を開示し、ROEの向上と株主資本コスト低減(事
業のボラティリティ低減)に向けた取り組みを推進
(2024年8月)

社外取締役と
株式市場の対話

•  社外取締役スモールミーティングの開催および統合
報告書での開示

資本市場を意識
した開示

•  「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた
対応」について具体的な施策の開示 
（2024年2月、5月）
•  中期経営計画の進捗開示

当社では、株主・投資家の皆さまとの対話内容を迅速に経営

陣にフィードバックする体制を整えています。スモールミーティ

ング、SR活動、ロードショー、証券会社主催のカンファレンス、

個別取材等の対話内容や証券アナリストのレポートなどは、IR

グループから経営トップに対し週次で報告を行っています。

エンゲージメント活動の実績（2023年度） 投資家との対話を踏まえた取り組み
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